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用語の定義と使い分け 

①空家法 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

②空家等（空家法第２条第１項） 建築物又はこれに附属する工作物であって居

住そのほかの使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立

木そのほかの土地に定着するものを含む。）をいいます。ただし、国又は地方

公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。 

③特定空家等（空家法第２条第２項） 以下の状態にあると認められる「空家等」

です。 

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

④管理不全空家等（空家法第１３条第１項） そのまま放置すれば特定空家等に

該当することとなるおそれのある状態にある空家等です。 

⑤「空き家」と「空家等」の使い分け 

・「空き家」は「空家等」と同義です。住宅・土地統計調査、金山町空き家・

住宅対策事業補助金交付要綱及び金山町空き家清掃支援事業補助金交付

要綱に関係する箇所以外は、「空家等」と統一します。 

・「空家等」は空家法に定義があるものに使用します。 

⑥所有者等（空家法第５条） 空家等の所有者又は管理者をいいます。 

⑦所有者（民法（明治２９年法律第８９号）第２０６条） 自由にその所有物の

使用、収益及び処分をする権利を有する者をいいます。  
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第１章 計画の趣旨 

１ 計画の背景 

（１）国の動き 

近年、少子・高齢化、人口減少、都市部への人口集中などから、全国的に空家

等が増加しています。令和５年度の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家

数は過去最多となる９００万戸で、これまで一貫して増加し、この５年間で約５

１万戸増えているとしています。特に使用目的のない空き家は１９９８年に１

８２万戸でしたが、２０１８年には３４９万戸となり、２０３０年には４７０万

戸に増加する推計もあります。 

平成２７年５月に全面施行された空家法は、緊急性に鑑みて周辺に著しい悪

影響を及ぼす空家等（特定空家等）への対応を中心に制度的措置を定めていまし

たが、特定空家等となってからの対応には限界があり、その対応強化が求められ

ていました。 

令和５年におこなわれた空家法の改正では、空家等対策として、「活用拡大」

「管理の確保」「特定空家等の除却等」の３本柱で対応を強化する方向性が示さ

れました。 

（２）町の動き 

本町でも平成２８年４月に「金山町空家等対策協議会」を組織し、「金山町空

家等対策計画」（以下、「町計画」という。）を定めました。令和３年度からは

第２期となる町計画に基づき、各種施策を実施してきたところです。具体的な取

組みとして、毎年、町内全域で空家等実態調査を実施し、近年の空家等の総数や

程度の把握を行ってきました。 

また、空家等の除却への支援や所有者等へ適正管理を呼びかけるとともに、

「金山町空家バンク」による空家等の利活用を図り、移住促進や宿泊施設等への

利活用に向けた取組みを行ってきました。 

（３）空家等の現状と実態把握 

本町では、平成２７年度に各行政区の空家等の状況を職員が外観目視で確認・

調査を行い、台帳を作成しました。その後、業務を業者に委託し、毎年調査を実

施することで、空家等の実態を把握してきました。 

第２期計画が始まった令和３年度の調査では、町内の空家等は２９２件の空

家等が確認され、令和６年度調査では２９０件の空家等となっていることから、

ほぼ横ばいの状態となっています。 
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この背景には、町の空家等の解体に対する支援を受けて毎年一定数が解体さ

れていることや、空家等改修支援事業などを活用し、ＵＩＪターン者が空家等に

移り住むケースが増えていることが挙げられます。 

しかし、高齢化が進み高齢者のみの世帯も多くなっていることから、引き続き

空家等に対する取組みを進める必要があります。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は空家法第７条の規定に基づき、本町における空家等に関する基本的

な対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の「空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための基本的な指針」に即して策定するものです。 

また、「金山町総合計画」などの上位計画及び「金山町総合戦略」を始めとす

る関連計画との整合性を図ります。 

 

３ 計画の対象地区 

町で実施している空家等実態調査の結果、空家等の所在地は町内全域にわたっ

ていることから、本計画に基づく空家等対策の対象とする地区は、金山町全域としま

す。 

また、重点的に利活用を進める区域がある場合は「空家等活用促進区域」を、特定

空家等の除去を重点的に進める区域がある場合は「重点箇所」を定めます。 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とし、社会情勢の

変化等により見直し等の必要が生じた場合は、計画期間中であっても適時見直

しを行うこととします。  
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第２章 金山町の現状 

１ 人口・世帯数 

町の人口は１９６０年の１０，１１９人（国勢調査）をピークに減少を続け、

２０２４年には１，６９１人まで減少しています。（福島県現住人口調査年報）

自然増減では１９７０年以降、出生数が死亡数を下回る状態が続いています。社

会増減でも転出者が転入者を上回る社会減の状態が続いていましたが、２０２

３年からは転入者が転出者を上回る社会増に転じています。 

世帯数は例外はあるものの減少傾向で、世帯人員も減少しています。町内人口

の約４割が７５歳以上でもあることから、高齢者の一人暮らしや高齢者のみ世

帯が多くなっていることが伺えます。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計ではおおよそ２０年後の２０４５年の

人口は、現在の約半数となる８３５人となっています。 

 

別表 1 人口と世帯数等の推移 

項  目 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

人口 （人） 1,862 1,808 1,742 1,722 1,691 

世帯数 （世帯） 878 862 837 845 840 

世帯員数（人） 2.12  2.10  2.08  2.04  2.01  

高齢化率（％） 60.9 61.2 61.6 61.2 60.6 

７５歳以上の 

人口割合 
39.5 38.6 39.7 40.2 39.8 

   
福島県現住人口調査年報より 

 

２ 町内の空家数 

町では平成２７年度より町内全域で「空家等実態調査」を行っています。調査

開始当初は住宅と倉庫等との区別がつかない物件や一時的に不在となっている

物件の見分けがつきにくく、空家等が多くなっていましたが、その後、地域住民
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の協力などにより精度が向上しています。近年は新たに発生する空家等もある

一方、町補助制度による改修や解体などによって、全体数では横ばいの状況を保

っています。 

 

別表２ 町内の空家等の推移と改修・解体件数 

項  目 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

町内の空家等の数

（累計） 
282 292 287 296 290 

空家等改修数 1 5 5 6 8 

空家等解体数 5 0 13 4 9 

   ※空家等の数は実態調査による 

※改修・解体数は町補助件数  

 

３ 空家所有者等の意向 

町では、令和７年に空家等の所有者等を対象としたアンケートを行い、空家等

の状況や意向などについて調査しました。調査の概要・結果は次のとおりです。 

（１）調査概要 

 ア 目的 

令和６年度に実施した「金山町空家等実態調査業務」等において把握し

た、空家等である可能性の高い家屋の所有者等を対象に、所有者等の意向

を調査するため、郵送による意向調査（アンケート調査）を実施しまし

た。 

アンケート調査は、建物の状況、管理状況、今後の利活用等について伺

い、自宅の利活用を希望されているのか把握するとともに、空家等でお困

りの方に対し、町でどのような対策や支援ができるか検討するために行い

ました。 

 イ 調査対象 

令和６年度に実施した「金山町空家等実態調査業務」等において把握し

た空家等である可能性の高い家屋の所有者等 

 ウ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

（単位：件） 



 

6 

 

 エ 調査期間 

令和７年５月１日配布、５月３０日を返信期限として回収 

 オ 回収状況 

送付総数・・・２６２件 

返 送 数・・・９件 

回 答 数・・・１２８件 

回 答 率・・・５０．６％ 

 

（２）アンケート集計結果（抜粋） 

【所有者等の年代】※アンケート問１ 

 

空家等の所有者等は７０代以上が７割以上を占め、全体的に高齢化していま

す。 

 

【空家等の使用状況】※アンケート問４ 

 

 

【空家等の利用頻度】※アンケート問４－２ 

 

 町内空家等の６５％は何らかの形で使用されていますが、その利用頻度は「年

に数回」「年１回」が半分を占めています。 

0.8％

7.3％ 19.5％ 49.6％ 17.1％

4.9％ 0.8％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 無回答

65.9％ 32.5％ 1.6％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

使用している 使用していない 無回答

8.6％ 39.5％ 44.4％

3.7％ 3.7％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

週1回以上（常時を含む） 月1回以上 年に数回 年に1回 その他
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【空家等の状況】※アンケート問５ 

 

 

【利用頻度が少ない又は空家等になっている原因】※アンケート問７ 

 

空家等の状況としては６５％が「現在も住める状況」と回答していますが、所

有者等は別の住居で暮らしていることや、高齢化も進んでいることから、大規模

な修繕が必要となる前に空家等の使用方法（売買・賃貸含む）を検討することが

ポイントと考えられます。時期を逸した場合、大規模改修が必要となったり、解

体という選択が現実的となってきます。 

 

４ 第２期金山町空家等対策計画の検証 

町では平成２７年に全面施行された空家法を受け、平成２８年度を始期とし

た第１期計画（５年間）を策定し、令和３年度には、２期目となる計画の改訂を

行いました。 

これまで、町は空家等対策として、解体補助、改修補助、実態調査の実施、空

家バンクの開設・運営、取得補助、家財処分補助、宿泊施設や商業施設への改修

補助などを実施するとともに、空家等に関する相談会を開催してきました。 

61.1％ 6.9％ 22.1％ 5.3％

2.3％ 2.3％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

現在も住める状態である 老朽化により住める状態ではない

一部に破損、崩れがある 分からない

その他 無回答

15.3％

5.6％

2.3％

39.0％

15.3％

11.3％

5.1％

6.2％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

別の住所へ転居している

高齢者施設・病院等へ入所・入院している

賃貸入居者・購入者が見つからない

相続で取得したが、別の住居で生活している

普段は利用していない（別荘・セカンドハウスとして利用）

解体資金や改修・修繕資金が無く、放置せざるを得ない

その他

無回答
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また、毎年、固定資産税納税義務者等に空家等の適正な管理や各種補助制度を

案内する文書を送付しているほか、一定程度破損が見られる空家等の所有者等

に対しては、別途、現状を写真付きで適正管理を促す文書の送付を行っています。 

このような対策の結果として、全国的に空家数が大きく増加している中、町内

空家等は増加を抑えている状況にあります。 

しかし、人口減少や高い高齢化率、世帯員数の減少などにより潜在的な空家等

が多く存在していることも推測できることから、今後も引続き各種対策を行う

ことが必要と考えられます。また、近年の動向として、所有者不明や相続放棄さ

れた空家等が出てくるなど、新たな対策を模索する必要も出てきています。その

一方、空家等を宿泊施設などに利用するケースも増えてきており、地域活性化の

面からも、官民が連携した空家等の利活用推進が重要となっています。 

 

（１）計画の概要 

町では平成２７年に全面施行された空家法を受け、平成２８年度を始期とし

た第１期計画（５年間）を策定し、令和３年度には、２期目となる計画の改訂を

行いました。 

＜基本方針＞ 

第２期計画では、空家等の利活用と除却を２本の柱として、以下の３つの取組

みを推進してきました。 

１．所有者等の管理の原則を基本とした措置 

２．移住・定住による元気なまちづくり 

３．地域住民が安全・安心に暮らすことができるまちづくり 

 

（２）第２期の主な取組み 

１．所有者等の管理の原則を基本とした措置 

ア 固定資産税納税通知書に空家等対策のお知らせを同封 

空家等の未然防止や適切な管理、活用を促すため、固定資産税納税通

知書に支援制度や相談窓口等を記載した啓発チラシを同封しました。 

イ 空家等に関する無料相談会を実施 

空家等の所有者等に対して、空家等の管理・活用について、法律等の

専門的な相談ができる相談会を実施しました。 

ウ 空家等の所有者等に対する個別案内 
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新たに空家等と判明した物件及び損傷等がある物件の所有者等に対

し、個別に空家等の管理、活用に関する案内を送付しました。 

エ 空家等の除却支援 

活用予定のない空家等の除却を促すため、平成２６年度より「金山町

空き家・住宅等対策事業補助金」により空家等を除却する際に補助金を

交付しています。 

２．移住・定住による元気なまちづくり 

ア 空家等に関する情報の適正把握 

町では、平成２７年度より空家等の情報の適正に把握することで、総

合的かつ計画的な空家等対策を実施することを目的に、外観目視によ

る空家等の調査を毎年度実施し、所有者等の情報や空家等の状態など

まとめた空家台帳を整備しました。 

イ 空家バンク活用・流動化の支援 

平成３０年度に開設した金山町空家バンクを活用し、空家等の所有

者等と移住希望者のマッチングを継続して実施しました。 

また、空家等の所有者等に対するアンケートなどの意向調査を経て、

制度案内等を行い、空家バンク登録促進を図りました。 

ウ 空家等の活用支援 

空家等の流動化を促進するため、居住のために空家等を改修する際

に補助金を交付する「金山町空き家・住宅等対策事業補助金」を平成２

６年度から実施しています。 

エ 相談体制の整備（移住支援センターとの連携） 

令和４年度より本格運用が開始した「金山町移住支援センター」につ

いて、ホームページや固定資産税納税通知書にて周知するとともに、相

談があった場合は、相談内容等の情報共有を行いました。 

３．地域住民が安全・安心に暮らすことができるまちづくり 

ア 管理が十分でない空家等に対する初動対応 

改善が必要と認められる場合は、所有者等に対して空家法第１２条

の規定に基づく、適正管理の依頼を文書等で行い、所有者等自らによる

改善を促しました。 
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５ 空家等に関する課題 

課題１ 空家等予備群への対応 

 町の人口が今後も減少すると予想されるなか、持ち家の所有者等の高齢化が

進み、空家等が今後も増加することが懸念されます。町内の６５歳以上の単身高

齢者は２７２人（令和８年１月１日現在（住民基本台帳））となっており、これ

らの空家等予備群に向けた対策が必要と考えられます。 

また、居住用家屋が空家等となる最大の契機が相続時であることから、空家等

が放置され、その結果周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防止する

観点から、相続に由来する古い家屋の活用を促進することが重要となります。 

 

課題２ 空家等の流動化・活用の促進 

当町の空家等の総数は現状ほぼ横ばいですが、高齢化率が高い当町では、今

後空家等が増加することが予想されます。こうした中、周囲に悪影響を及ぼす

こととなる前の段階から空家等の活用を図ることが重要となっています。さら

に、増加する空家等は、地域のまちづくりやコミュニティ維持など、地域にお

ける経済的社会的活動の促進を図る観点からも深刻な影響を及ぼします。 

空家等を地域のニーズに応じて活用することで、社会的な付加価値を創出

し、公共の福祉の増進や地域の活性化に繋げていく視点が必要となっていま

す。 

毎年度実施している空家等実態調査の結果、町内に２９０戸の空家等の存在

を確認していますが、その内バンク登録物件は１８戸（２０２６．１．１現

在）で約６％となっています。一方、外観目視により状態が良好（Ａ又はＢ判

定）と判断した空家等は２３４戸となっており、約８割が活用可能であると考

えられるため、空家バンクの活用推進等によるマッチングの推進により、住民

や外部からの移住希望者等が空家等を活用する取組みを促すこと、多様なニー

ズに対応できるように、活用策の選択肢を少しでも広げて住民等に提示するこ

とが重要となります。 

 

課題３ 防災上危険な空家等への対応 

空家等実態調査によると、倒壊の危険性があるなど住むことができない空家

等（Ｄ又はＥ判定）が１６戸（総数の５．５％）確認されております。適正な

管理がなされていない結果として、屋根・外壁等の落下や倒壊等のおそれによ
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り住民の安全を脅かし、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等の

解消が早急に必要となっています。 

また、未登記及び相続放棄等により管理責任者不在の状況となった空家等も

増加しています。特に、相続放棄をしても、民法上、相続財産の保存に必要な

行為を行う義務が一定期間存続する場合があります。このため制度の正確な理

解を促す周知啓発が必要です。また、令和４年度までは、相続放棄をしても次

の相続人が見つかるまでは、空家等を管理する義務がありましたが、令和５年

４月の民法改正により、管理責任を負うのは相続放棄時に財産を「現に占有し

ている」者だけとされました。今後は、管理責任を負う者がいない空家等が増

加しないよう、所有者等が存在しているうちに迅速に対応する必要もありま

す。 

これらの空家等に対しては、空家法及び建築基準法等の各法律の適用を総合

的に検討し対策を行っていく必要があります。そのため、日常的に空家等の所

在、所有者等について内部で広く情報共有を図り、空家等対策について内部間

の連携を取りやすい体制の構築が求められます。 

 

課題４ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進  

令和７年度に実施した空家等の所有者等に対するアンケートによると、空家

等の今後の利用について、「現状では未定」が約３割となっています。また、

管理についてもアンケート回答者の内、月１回以上管理をしているのは約半数

で、それ以外は管理が十分とは言えない状況です。  

一方で、「空家バンク制度」や町支援制度の認知度についても、バンクが約

７割、解体補助が約５割と高くないのが現状となっています。  

第一義的には、空家等の所有者等が自らの責任において空家等の適切な管理

に努めなければならないことに鑑み、空家等をそもそも発生させない、または

空家等の増加を抑制する観点から、所有者等の意識啓発を図ることが重要とな

ります。 
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第３章 町の空家等対策の方針について 

１ 基本方針 

空家等は、所有者等の責任において、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正に管

理することが原則ですが、一部の空家等については、所有者等による適切な管理

がなされておらず、地域住民の生活環境やまちづくりなどに対し、以下のような

悪影響を及ぼすおそれがあります。 

○不法侵入による火災発生のほか、非行や犯罪の温床となるなど、治安悪化の

おそれがある。 

○悪臭や害虫の発生、不法投棄場所化など、人々の健康的な生活の維持を阻害

する。 

○倒壊や崩落、飛散等により、公道通行の妨げのほか、近隣の日常生活に支障

をきたす。 

○建物の老朽化による崩落や雑草木の繁茂など、町の景観を損ねる。 

本町では、こうした管理水準の低下を防ぐため、第２章の町の現状や第２期計

画の検証、課題を踏まえ、住宅等の４つの段階から、以下の５つの基本方針のも

と、空家等対策を総合的に推進します。 
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基本方針１ 空家等の発生抑制 

 本町の空家等は、町補助制度による改修や解体などによって、全体数では横ば

いの状況を保っていますが、所有者等の高齢化により今後も新たな空家等の発

生が見込まれます。そのため、空家等の発生を未然に防ぐための初動対応が今後

さらに重要になります。所有者等が、住宅の将来の運用について早期に意識し、

空家等となる前に、次世代に引き継ぐことが効果的であることから、住宅所有者

等に対し「住まいの終活」の重要性について周知を図ってきます。 

 相談体制については、移住に関する総合的な相談窓口である「金山町移住支援

センター」による情報提供の円滑化を図ります。 

 また、所有者不明の不動産や、所有者死亡後に相続手続きがされず遺産分割協

議をしないまま相続が繰り返される不動産については、関係法の改正や令和６

年４月からの相続登記義務化等を踏まえ、相続登記の必要性などに関する周知・

啓発を進めることにより、所有者の明確化を推進します。 

 

基本方針２ 空家等の適切な管理の促進 

空家等は個人等の財産であり、本来はその所有者等の責任において、周辺に悪

影響を及ぼさないよう適正に管理することが原則ですが、一部の空家等につい

ては、所有者等による適切な管理がなされておらず、建物の老朽化や草木の繁茂、

ごみの放置などにより、住環境の悪化にもつながります。 

所有者等の意識と理解の向上を図るため、適正管理のお知らせ配布や固定資

産税等納税通知書に空家等対策のお知らせを同封する等、これまでの周知・啓発

活動や空家等の除却に対する支援を継続し、所有者等を対象とした対策を講じ

ます。 

空家等については、相続、売却、賃貸、管理、リフォーム、除却など様々な課

題が多いため、専門家による無料相談会を開催する等の取組みを推進します。 

 

基本方針３ 空家等の利活用の促進 

利活用されない空家等の増加は、地域コミュニティの活力低下だけでなく、周

辺地域の防犯性にも悪影響を与え、住環境の悪化にもつながります。 

空家等実態調査や実態把握を行うとともに、関係団体と連携し、空家バンク等

を通じた情報発信や相談対応、空家等の改修に対する支援の継続等、地域の実情

に応じ、暮らしに必要な機能を確保するための空家等の利活用を促進します。 
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基本方針４ 管理不全空家等対策 

空家等は、所有者等の責任において、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正に管

理することが原則ですが、経年による著しい劣化や腐朽が進行し、屋根や外壁が

損傷し、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家

等については、甚大な被害が発生する可能性が懸念されています。 

適切に管理されていない空家等については、空家等実態調査やデータベース

の作成・更新により、空家等対策に活用し、施策の展開を図るとともに、危険性

の高い管理不全空家等については、空家法に基づく適切な措置を検討するほか、

補助金等の交付により解体撤去を促進します。 

 

基本方針５ 空家等に係る跡地の活用等 

空家等を除却した後の跡地については、所有者等の意向を踏まえた上で、民間

による利活用を基本とし、必要に応じて地域活性化につながる有効活用の方策

も検討します。 

また、空家等となった居住用家屋等の相続人等による早期の売却を促すため、

空家等の長期譲渡所得の３，０００万円の特別控除等、空家等やその跡地の流通

を促す税の特別措置の周知を図ります。  
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第４章 空家等施策の展開方向 

基本方針１ 空家等の発生抑制 

施策１－１ 所有者等の意識と理解の向上 

空家化の予防・抑制を促進するためには、まずは現在居住中の所有者等に対し、

空家等から生ずる問題点などを周知し、空家等を発生させない意識の醸成を図

ることが重要です。 

このようなことから、様々な媒体や機会を利用して、空家化の予防・抑制に関

する周知・啓発を行います。 

（１）住まいの終活の必要性の周知 

 空家等の発生を未然に防ぐため、所有者等やその家族が住宅の将来の

運用について早期に意識し、対策をすることが効果的であることから、住

宅の所有者等に対し「住まいの終活」の重要性や、家族内の意識共有につ

いて周知を図ります。 

（２）相続登記の促進 

相続が発生したときに、速やかに登記の名義が変更されるよう、死亡届

や転出届が提出された際の各種届出の案内に、相続登記の事項を記載す

るなど、相続登記を促進します。 

（３）住み替えバンク1設置の検討 

転居を検討する所有者等が、現に居住する物件を登録、町のホームペー

ジで公開し、移住希望者等とマッチングさせることで、住み替えや町外か

らの移住を促進する制度について検討します。 

 

施策１－２ 関係法の改正等を踏まえた周知・啓発の実施  

空家等の相談の中で、相続や登記が未了のため、対応が進まない事例が一定数

見受けられます。相続や登記の完了は、所有者等にとって必要であるとともに、

適切に実施されることは、物件の管理者を特定する上で役立ち、本町の調査や助

言・指導等の迅速化にも寄与するものです。未相続や未登記の問題は、令和３(２

０２１)年４月に公布された民法や不動産登記法の改正等の成立によって、今後、

 

1 現に居住している物件の情報を移住希望者等へ提供し、マッチングを行うことで、空家等の未然防止を図る仕組み 
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一定の改善が期待されますが、まだこのような法改正等があったことについて、

町民には周知が進んでいないため、機会を捉えて町民への周知啓発を図ります。 

（１）不動産登記制度の見直しを踏まえた周知・啓発 

遺産分割協議をしないまま相続が繰り返され、数次相続2や代襲相続3な

どの複雑な相続関係が発生し、財産の処分等に苦慮するような事態にな

ることを防ぐため、相続登記の申請の義務化等について、関係機関と連携

してホームページなどによる広報や、空家等の相談などの機会を通じて

周知啓発を進めます。 

 

基本方針２ 空家等の適切な管理の促進 

施策２－１ 所有者等の意識と理解の向上 

空家等の適切な管理は、第一義的に所有者等の責任において行うことが原則

です。所有者等は、空家等をどのように管理し、どのように活用するのか、不要

になった場合にどのように処分するのかを考える必要があります。 

町では、空家等の適正な管理を促進するため、所有者等に管理者としての意識

と、適正管理に対する意識の醸成を図ることが重要です。このようなことから、

様々な媒体や機会を利用して、空家等の適正管理に関する周知・啓発を行います。 

（１）固定資産税納税通知書に空家等対策のお知らせを同封 

空家等の未然防止や適切な管理、活用を促すため、固定資産税納税通知

書に支援制度や相談窓口等を記載した啓発チラシを同封し、適正管理の

啓発に努めます。 

（２）町ホームページ等による周知・啓発 

空家等の適切な管理、活用を促すため、町ホームページ等を通じて空家

等の所有者等に支援制度や相談窓口を掲載し、適正管理の啓発に努めま

す。 

（３）新規で判明した空家等の所有者等に対する啓発 

 空家等実態調査等の結果、新規で空家等と判明した住宅の所有者等に

対し、支援制度や相談窓口等を記載した啓発チラシを送付し、早期対応を

促します。 

 

2 最初の相続に係る遺産分割協議の成立前に相続人の１人が亡くなり、その相続人の新たな相続が発生すること 

3 相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡等により相続権を失った場合、その者の子が代わって

相続する制度（民法第８８７条第２項・第８８９条第２項） 
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施策２－２ 相談体制の整備 

町民サービスの観点から、金山町移住支援センターと連携した随時相談対応

や空家等の所有者等に向けた相談会の取組みを推進します。 

（１）金山町移住支援センターとの連携 

 空家バンク登録などの利活用に関する相談を金山町移住支援センター

と連携して対応します。また、当該センターにおいて、移住支援センター

の LINE登録者等に対し、空家バンクの周知等を行うことで、広く町施策

の周知を図ります。 

（２）空家等に関する無料相談会を実施 

空家等の所有者等に対して、空家等の管理・活用について、法律等の専

門的な相談ができる相談会を実施します。 

 

基本方針３ 空家等の利活用促進 

施策３－１ 空家等の調査 

（１）空家等実態調査 

 町全域を対象とした空家等実態調査を毎年度実施し、本町の空家等の

発生状況や除却状況、状態判定等を行い、今後の空家等対策の施策検討に

活用します。また、調査の結果、新規で登録された空家等の所有者等に対

し、空家等の管理等に関する情報の周知を行います。 

 また、調査の結果については、データベース化し、所在・状態・所有者

等の実態等について一元管理を行います。 

（２）空家等意向調査 

空家等と判定されたすべての建築物の所有者等に対し、概ね５年ごと

に、空家等の意向調査を実施し、所有者等の実情等を把握します。回答の

結果をもとに、所有者等に空家等の管理等に関する適切な周知・案内を行

います。 

 

施策３－２ 空家等を受け皿とした移住施策の推進 

（１）空家バンクによる空家等の所有者等と利用者のマッチング支援 

 空家等の利活用を図るため、金山町空家バンクを平成３０年度から開

設しています。バンクの利用を促進し、空家等の所有者等と利用希望者の

マッチングを支援します。 
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（２）金山町空家バンクの活用促進 

 バンクにおける取引を活性化するためには、登録物件を増やすことが

不可欠となります。登録物件の増加を図るため、固定資産税納税通知書に

案内を同封し、物件登録を啓発します。 

 

施策３－３ 空家等の流動化促進 

（１）空家等の改修等に関する支援 

 空家等の流動化促進を図るため、次の取組みを実施します。 

 ①金山町住宅取得支援事業補助金 

移住及び定住を促進することにより地域の活性化を図るため、町内

で居住するために住宅を取得する者に対し、補助金を交付します。 

 ②金山町空き家清掃支援事業補助金 

空家等の利活用を促進するため、空家等の清掃をするための費用に

対し、補助金を交付します。 

 ③金山町空き家・住宅事業対策補助金 

移住及び定住を促進することにより地域の活性化を図るため、町内

の空家等若しくは既存住宅を改修する者に対し補助金を交付します。 

（２）地域等による空家等の活用 

空家等の活用方法の一つとして、町内で不足している宿泊施設や店舗

などの商業施設、町内の集会施設などといった地域振興資源として地域

に寄与する活用が考えられます。 

このような活用を検討している民間事業者等に対して支援制度の案内

や各種情報提供を行い、地域コミュニティに寄与する空家等の活用促進

に努めます。 

（３）木造住宅の耐震性向上の支援 

 安心・安全な住まい・まちづくりのため、木造住宅の耐震診断・耐震改

修に対する支援等を推進します。 

（４）歴史的な建築様式の保全 

 奥会津地方の建築様式である「曲家」や「茅葺屋根」などを地域活性化

のための地域資源として再生する施策を検討します。その具体方策とし

て、既存の制度を活用するほか、伝統的建造物群保存地区等への登録を検

討します。 
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基本方針４ 管理不全空家等・特定空家等対策 

施策４－１ 管理不全空家等の対応 

（１）管理不全空家等の調査 

 毎年度実施する空家等実態調査等により、町が管理不全空家等を把握

した場合は、町職員による外観での目視調査に加え、所有者等や周辺住民

の聞き取り調査等を行い、空家等の状態や周辺等に及ぼす影響の把握に

努めます。なお、必要に応じて、空家法第９条第２項の規定による立ち入

り調査を実施します。 

（２）管理不全空家等に対する初動対応 

改善が必要と認められる場合は、所有者等に対して空家法第 12条の規

定に基づく、適正管理の依頼を文書等で行い、所有者等自らによる改善を

促します。 

（３）空家法に基づく管理不全空家等への措置 

①指導（空家法第１３条第１項） 

 空家等について適切な管理が行われていないことにより、そのまま放

置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある管理不全空家等

と認めた場合は、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することを防

止するために必要な措置を講ずるよう、所有者等に対し指導を行います。 

②勧告（空家法第１３条第２項） 

 指導を行っても必要な改善が見られない場合で、そのまま放置すれば

特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めたときは、当該

管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するため

に必要な具体的な措置を講ずるよう、当該指導をした者に対し勧告を行

います。なお、勧告の対象となった土地については、地方税法の規定に基

づき、住宅用地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置（住宅用地特例）

の対象から除外されます。 

（４）所有者等による除却の促進に向けた取組み 

 空家等の除却は、所有者等の責任においてなされるべきものであると

いう原則のもと、町民の安全な生活環境を確保するため、危険性の高い管

理不全空家等については、行政の支援により除却を促進します。 
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施策４－２ 特定空家等に対する措置 

（１）特定空家等に該当するかの判断 

所有者等に改善を促したにもかかわらず、状況が改善しない場合や、実

態調査の結果、危険度、切迫性が極めて高いと推察される空家等について

は、所有者等に適正管理を継続して依頼するとともに、特定空家等に該当

するかどうかを検討します。なお、特定空家等の判断は、国土交通省が示

す「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を

図るために必要な指針（ガイドライン）」等に基づき、公共の利益の確保

の観点から、所有者等の対応状況や住民による苦情の有無、周辺への悪影

響の度合、危険度の切迫性などを総合的に判断し、町長が決定することと

します。 

（２）空家法に基づく特定空家等への措置 

①指導・助言（空家法第２２条第１項） 

特定空家等と認めた空家等について、状態を改善するための措置を

講ずるよう、所有者等に指導・助言を行います。 

②勧告（空家法第２２条第２項） 

助言・指導を行っても改善が見られない場合は、猶予期限を定めて所

有者等に、助言・指導の内容を講ずるように勧告を行います。猶予期限

は、措置を完了するのに要する期間を目安として設定します。なお、勧

告の対象となった土地については、地方税法の規定に基づき、住宅用地

に係る固定資産税等の課税標準の特例措置（住宅用地特例）の対象から

除外されます。 

③命令（空家法第２２条第３項） 

勧告を行っても必要な改善が見られない場合で、特に必要と認めた

ときは、所有者等に相当な猶予期間を定めて勧告の措置を講ずるよう

に命令を行います。 

④行政代執行（空家法第２２条第９項） 

命令の措置が履行されないとき、履行しても十分でないとき又は履

行しても同項の期限までに完了する見込みがない場合に、行政代執行

法の規定に基づき、命令の措置を所有者等の代わりに行います。 

⑤略式代執行（空家法第２２条第１０項） 

必要な措置を命令しようとする場合で、過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者（以下「命令対象者」という。）を確知できないときに、

当該命令 対象者の負担において、命令の措置を所有者等の代わりに行

います。 
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⑥緊急代執行(空家法第２２条第１１項) 

災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な

状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要がある

と認める場合で、命令等の事前手続きを経るいとまがないときに、当該

特定空家等に係る命令対象者の負担において、必要な措置を所有者等

の代わりに行います。 

（３）他法令による措置 

管理不全となった空家等への対応としては、空家法によるほか、建築基

準法、消防法、道路法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、災害対策基

本法等の既存法での対応も考えられます。このため、当該空家等の状況を

踏まえ総合的に判断し、対応を検討します。なお、対応に際しては、空家

等の状況に応じた法律を適宜選択するほか、複合的な運用も含めて検討

することとします。 

特に、空家等の危険な状態が急迫し、緊急時の管理行為が必要なことが

判明した場合は、空家法での対応だけではなく、他法令による措置対応に

ついても検討を行いながら、関係部署と連携して迅速な対応を行います。 
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空家等への対応が考えられる主な他法令の概要（抜粋） 

法律 範囲 概要 

建築基

準法 

勧告 

命令 

代執行 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げ

る建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又

は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次

章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規

定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、

腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著し

く保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となる

おそれがあると認める場合においては、当該建築物

又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対し

て、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、

移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用

制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な

理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた

場合において、特に必要があると認めるときは、そ

の者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に

係る措置をとることを命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建

築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第

二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命

令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限

る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生

上有害であると認める場合においては、当該建築物

又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対し

て、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、

移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用

制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとるこ

とを命ずることができる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から

第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 

道路法 
命令 

代執行 

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為を

してはならない。 

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 
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二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、

その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞の

ある行為をすること。 

第四十四条の三 道路管理者は、第四十三条第二号

の規定に違反して、道路を通行している車両から落

下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に

設置された看板その他の道路に放置され、又は設置

された物件（以下この条において「違法放置等物件」

という。）が、道路の構造に損害を及ぼし、若しく

は交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがある

と認められる場合であつて、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去

し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去さ

せることができる。 

一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当

該違法放置等物件について権原を有する者（以

下この条において「違法放置等物件の占有者等」

という。）に対し第七十一条第一項の規定により

必要な措置をとることを命じた場合において、

当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置

をとらないとき。 

二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいな

いために、第七十一条第一項の規定により必要

な措置をとることを命ずることができないと

き。 

廃棄物

の処理

及び清

掃に関

する法

律 

命令 

代執行 

第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般

廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）

に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行

われた場合において、生活環境の保全上支障が生

じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、

市町村長（前条第三号に掲げる場合にあつては、環

境大臣。第十九条の七において同じ。）は、必要な

限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者

（第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又

は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項

若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反

する委託により当該収集、運搬又は処分が行われた

ときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び
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第十九条の七において「処分者等」という。）に対

し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止

のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」

という。）を講ずべきことを命ずることができる。 

第十九条の七 第十九条の四第一項に規定する場合

において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生

ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、市町村長は、自らその

支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずること

ができる。この場合において、第二号に該当すると

認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障

の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに

当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当

該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費

用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければな

らない。 

一 第十九条の四第一項の規定により支障の除去

等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等

が、当該命令に係る期限までにその命令に係る

措置を講じないとき、講じても十分でないとき、

又は講ずる見込みがないとき。 

二 第十九条の四第一項の規定により支障の除去

等の措置を講ずべきことを命じようとする場合

において、過失がなくて当該支障の除去等の措

置を命ずべき処分者等を確知することができな

いとき。 

三 第十九条の四の二第一項の規定により支障の

除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定

業者が、当該命令に係る期限までにその命令に

係る措置を講じないとき、講じても十分でない

とき、又は講ずる見込みがないとき。 

四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要があ

る場合において、第十九条の四第一項又は第十

九条の四の二第一項の規定により支障の除去等

の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと

き。 

２ 市町村長は、前項（第三号に係る部分を除く。）

の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又
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は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に

要した費用について、環境省令で定めるところによ

り、当該処分者等に負担させることができる。 

３ 市町村長は、第一項（第三号に係る部分に限る。）

の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又

は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に

要した費用について、環境省令で定めるところによ

り、当該認定業者に負担させることができる。 

４ 市町村長は、第一項（第四号に係る部分に限る。）

の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又

は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第

一項各号のいずれにも該当すると認められるとき

は、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又

は一部について、環境省令で定めるところにより、

当該認定業者に負担させることができる。この場合

において、当該認定業者に負担させる費用の額は、

当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分

の方法その他の事情からみて相当な範囲内のもの

でなければならない。 

５ 前三項の規定により負担させる費用の徴収につ

いては、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）第五条及び第六条の規定を準用する。 

６ 第一項の規定により同項の支障の除去等の措置

の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の

除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持

管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特

定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項

に規定する者（以下この項において「設置者等」と

いう。）及び機構にあらかじめ通知した上で、当該

支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、そ

の費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処

分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わ

つて取り戻すことができる。 

消防法 
命令 

代執行 

第三条 消防長（消防本部を置かない市町村におい

ては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を

除き、以下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、

屋外において火災の予防に危険であると認める行

為者又は火災の予防に危険であると認める物件若
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しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になる

と認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権

原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をと

るべきことを命ずることができる。 

一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若し

くは器具（物件に限る。）又はその使用に際し火

災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物

件に限る。）の使用その他これらに類する行為の

禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行

う場合の消火準備 

二 残火、取灰又は火粉の始末 

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置

された燃焼のおそれのある物件の除去その他の

処理 

四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号

の物件を除く。）の整理又は除去 

２ 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であ

ると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動

に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占

有者で権原を有するものを確知することができな

いため、これらの者に対し、前項の規定による必要

な措置をとるべきことを命ずることができないと

きは、それらの者の負担において、当該消防職員（消

防本部を置かない市町村においては、消防団員。第

四項（第五条第二項及び第五条の三第五項において

準用する場合を含む。）及び第五条の三第二項にお

いて同じ。）に、当該物件について前項第三号又は

第四号に掲げる措置をとらせることができる。この

場合において、物件を除去させたときは、消防長又

は消防署長は、当該物件を保管しなければならな

い。 

３ 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十

三号）第六十四条第三項から第六項までの規定は、

前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保

管した場合について準用する。この場合において、

これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又

は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」
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と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替え

るものとする。 

４ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必

要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十

分でないとき、又はその措置の履行について期限が

付されている場合にあつては履行しても当該期限

までに完了する見込みがないときは、行政代執行法

（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに

従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせ

ることができる。 

災害対

策基本

法 

一時使用 

収用 

除去 

第六十二条 市町村長は、当該市町村の地域に係る

災害が発生し、又はまさに発生しようとしていると

きは、法令又は地域防災計画の定めるところによ

り、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、

又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置

（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施し

なければならない。 

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公

共的団体及び防災上重要な施設の管理者その他法

令の規定により応急措置の実施の責任を有する者

は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はま

さに発生しようとしているときは、地域防災計画の

定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所

掌事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、

又は市町村長の実施する応急措置に協力しなけれ

ばならない。 

第六十四条 市町村長は、当該市町村の地域に係る

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるときは、政令で定めるところにより、

当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工

作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を

使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発

生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認

めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で
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当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条

において「工作物等」という。）の除去その他必要

な措置をとることができる。この場合において、工

作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物

等を保管しなければならない。 
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（３）空家等対策の流れ 
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基本方針５ 空家等に係る跡地の活用等 

施策５－１ 空家等の除却（解体）及び流通の促進 

（１）空き家・住宅対策事業による除却（解体）・流通の促進 

空き家・住宅対策事業を活用し、不良住宅等の除却（解体）をする際に

要する経費の補助金を所有者等に交付することで、利用見込みのない空

家等の除却（解体）を促し、跡地の流通を図ります。 

 

施策５－２ 空家等やその跡地の流通促進に係る税制優遇措置の周知  

（１）空家等の長期譲渡所得の３，０００万円特別控除の周知 

相続又は遺贈により取得した被相続人の居住の用に供されていた一定

の家屋及びその敷地等を平成２８年４月１日から令和９年１２月３１日

までの間に譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から

最高３，０００万円まで控除することができます。制度の周知により、空

家等となった居住用家屋等の相続人等による早期の売却を促すことで、

空家等の解消が図られることから、本町においても空家等の所有者等に

積極的に周知を図ります。 
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第５章 空家等対策の実施体制 

１ 庁内の組織体制 

庁内の空家等対策に関連する主な業務の所管課は、次の表のとおりです。 

窓口 空家等対策に関連する主な業務 

企画課 

・空家等の適切な管理の促進、空家等に関する相談に関すること。 

・空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

・空家法第９条第１項（空家等の所在、所有者等特定等）及び第２項

（立ち入り）の調査に関すること。 

・管理不全空家等・特定空家等に係る措置に関すること。 

・委員会及び協議会の運営に関すること。 

・人口減少問題に対する移住定住促進施策としての空家等の利活用

の施策の提言に関すること。 

総務課 
・空家等に対する緊急措置及び予算措置に関すること。 

・防火、防犯に関すること。 

住民課 

・空家等に関する固定資産税情報の提供に関すること。 

・管理不全空家等・特定空家等の固定資産税の住宅用地特例の解除に

関すること。 

保健福祉課 

・特定空家等に存するゴミの処分方法の指導に関すること。 

・高齢者支援施策としての空家等の利活用に関すること。 

・生活環境・衛生に悪影響を与えている空き地の指導に関すること。 

・成年後見制度に関すること。 

農林課 
・農林水産業振興施策としての空家等の利活用に関すること。 

・有害鳥獣に関すること。 

商工観光課 ・商工業振興施策としての空家等の利活用に関すること。 

建設課 

・町道等の安全確保等に関すること。 

・国、県等の空家等の利活用、除却等の支援施策の調整に関すること。 

・住宅に関すること。 

・給水・排水装置の管理に関すること。 

教育委員会 

・通学路の安全確保に関すること。 

・児童及び生徒の危険防止に関すること。 

・伝統的建造物群保存地区等の登録検討に関すること。 
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２ 金山町空家等対策検討委員会 

庁内の関係部署と連携して空家等対策を推進するため、金山町空家等対策検

討委員会（以下「委員会」という。）を設置します。 

所掌事務 

委員会では、以下の協議を行います。 

ア 協議会における協議内容に関する事前協議 

イ 空家等に関する施策に係る所管事項に関する協議 

ウ その他空家等に関する施策について必要な事項 

構 成 
金山町空家等対策検討委員会設置要綱第３条に基づき、所管課

長（委員長）及び各課等の長で構成します。 

 

３ 金山町空家等対策協議会 

町は、空家法第８条に基づき、金山町空家等対策協議会（以下、「協議会」と

いう。）を設置します。 

所掌事務 

協議会では、以下の協議を行います。 

ア 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議 

イ 空家等の適正な管理に関する事項についての協議 

ウ 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項 

エ 特定空家等に対する措置の方針に関する事項 

オ その他協議会において必要と認められる事項についての協

議 

構 成 

金山町空家等対策協議会条例第３条に基づき、町長（会長）の

ほか、地域住民、町議会議員、学識経験者、町職員の中から構

成します。 

任 期 ２年 

 

４ 関係機関との連携  

ア 福島県  

空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し空家法に基づ

き町が行う措置についての情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡

調整その他必要な援助 
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イ 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・法務局職員など   

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続等 

 

ウ 不動産業者など 

所有者等の空家等利活用相談、空家バンクの充実等 

 

エ 建設業者など 

空家等の解体や改修の相談及び対応等 

 

オ 消防本部  

防災上（特に火災）の観点による必要な範囲での空家等に関する相互協力 

 

カ 警察  

危険回避のための措置、防犯上の観点による必要な範囲での空家等の情報共

有、相互協力 

 

５ 計画の進行管理 

空家等は、人口・世帯数の推移や高齢化の進行、住宅の供給状況など様々な

要因により発生し、今後も増加していくものと考えられます。こうしたことか

ら、空家等対策は、短期的な取組みと併せて、中長期的な視点から取組みを継

続・発展させていくことが重要となります。 

そのため、本計画の進行について定期的に検証を行い必要に応じて計画の見

直しを行います。 

また、期間中に社会情勢の変化や、法改正などが生じた場合も、必要に応じ

て計画の見直しを実施します。 


